
「水道事業及び下水道事業のあり方」
に関する答申について

令和5(2023)年6月14日
宝塚市上下水道局

まちづくり協議会代表者交流会資料

広報たからづか
上下水道だより特別号③について



これまでの経過(水道事業)

令和3（2021）年8月

「宝塚市水道事業経営戦略中間見直し」の策定
(「できるだけ早い時期の料金改定が必要」と記載)

令和3（2021）年11月

市長が宝塚市上下水道事業審議会に諮問

(「水道事業及び下水道事業のあり方について」)

令和5（2023）年4月

宝塚市上下水道事業審議会が市長に答申

1年5箇月

9回審議
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構 成 役 職 名 等

知識経験者
近畿大学経営学部 教授

関西大学環境都市工学部 教授

神戸大学大学院工学研究科 准教授

市内の公共的
団体等の代表

宝塚商工会議所

宝塚市自治会ネットワーク会議

特定非営利活動法人消費者協会宝塚

宝塚料飲綜合組合

公募の市民
公募委員

公募委員

公募委員

宝塚市上下水道事業審議会委員名簿

２



地方公営企業とは

地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的として設置し、
経営する企業

経営の基本原則
(地方公営企業法 第３条)

地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、
その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営さ
れなければならない。

「経済性」と「公共性」の両立
３



答申の骨子（水道事業）

(答申書P5～P9)４



経常損益の推移予測
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１㎥あたりの販売価格（供給単価）
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(答申書P2関係)
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昔は高かった！
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現行の料金体系①
二 部 料 金 制

基本料金
水道の使用水量に関係なく、
固定的にかかる経費として
負担していただく料金です

従量料金
使用した水量に応じて
必要となる経費を

負担していただく料金です

(答申書P7関係)７



現行の料金体系②

口 径 別 料 金 制

(答申書P7～P8関係)８



現行の料金体系③
使 用 水 量 別 料 金 制

(答申書P7関係)９



答申の料金体系①

(答申書P7～P8関係)１０



答申の料金体系②

(答申書P7～P8関係)１１



水道料金への影響①

(答申書P8関係)１２



水道料金への影響②

(答申書P8関係)１３



今後の予定(市民への周知)

説明会等
6月 4日 自治会ネットワーク会議(自治会長)

6月13日 宝塚商工会議所常議員会議

6月14日 まちづくり協議会代表者会議

6月15日 自治会連合会代表者会議

6月21日 西谷地区(自治会長)

6月30日 全体説明会(西公民館) 

7月 1日 全体説明会(中央公民館)

7月 2日 全体説明会(東公民館)

広報等
2022年
12月20日

広報特別号①

2023年
2月20日

広報特別号②

5月11日 読売新聞(答申内容等)

6月20日 広報特別号③

市ホームページで随時案内

説明会等WEB動画配信

済

済

１４



今後の予定(市議会への説明)

9月市議会 水道料金改定案を議案として提出予定

5月３０日 議員総会で答申内容の説明

１５

(宝塚市水道事業給水条例の改正)



これまでの経過(下水道事業)
平成26（2014）年3月

平成27（2015）年3月

市長が上下水道事業審議会に諮問

(「下水道事業経営のあり方について」)

平成28（2016）年6月

平均改定率18.5％の料金改定を実施

令和3（2021）年11月

今回、あらためて審議会に諮問

1年

9回審議

上下水道事業審議会が市長に答申

１６

「（下水道使用料については） 今後、使用者に一定の負担増を求めることはや
むを得ない。本来であれば、30％を超える改定率となるが、実施にあたっては、
改定率の幅に一定の配慮をすることや、3年程度を目途に段階的に行うなどを
検討すべきである。」※答申文を要約引用



答申の骨子(下水道事業)

答申書P14～P16関係１７
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◆宝塚市の水源は、自己水(小浜浄水場・惣川浄水
場)・兵庫県営水道・阪神水道企業団から構成。

◆ダム水を利用している惣川浄水場と県営水道で
は降雨量が少ないと水供給が不安定。

宝塚市の水源

※令和3年度実績

宝塚市の水道



◆管路の更新・耐震化
管路の耐震化率 12.1％（令和3年度末）

◆配水池及び加圧所の更新・耐震化、統廃合
配水池の耐震施設率 47.0%（令和3年度末）

耐震化の推進

応急給水用資機材の整備

行動計画・マニュアルの充実

施設の震災対策

応急給水拠点・応急給水栓の整備

相互連携・応援体制の強化

◆相互融通連絡管の整備
↔伊丹市 2ヵ所、↔川西市 2ヵ所、↔西宮市 1ヵ所

◆飲料水兼用耐震性貯水槽の設置
市内8ヵ所に設置（末広中央公園など）

◆給水車2台の常備
◆仮設給水栓、給水タンク、ポリ容器・袋
◆保存飲用水（500ml缶）の備蓄

復旧期間の短縮と復旧期間中の応急給水の充実

◆宝塚市水道危機管理行動計画
◆宝塚市上下水道事業業務継続計画（BCP）
◆大規模災害時受援計画（上水道編）

地域防災計画のほかに上下水道局で策定・運用

◆応急給水拠点
市内に11ヵ所、浄水場及び耐震性貯水槽を拠点

◆応急給水栓設置計画
半径500m以内に1ヵ所の割合で給水所を確保

◆日本水道協会関西支部内の相互応援
◆兵庫県水道災害相互応援
◆阪神北地域（４市１町）での相互応援

近隣都市と円滑な連携のため協定を締結

危機管理に対応できる水道


